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所得税及び復興特別所得税の確定申告書等の仕様の周知について 

 

 

税務行政につきましては、日頃から格別の御協力を賜り深く感謝しております。 

さて、税務署では、提出された所得税及び復興特別所得税の確定申告書（以下「申告書」

といいます。）、青色申告決算書及び収支内訳書（以下「決算書等」といいます。）並びに

（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（以下「明細書」といいます。）

をＯＣＲ処理しています。 

近年、税務署で配付している申告書、決算書等及び明細書のほかに、納税者や税理士の

方が市販の会計ソフトウェア等を用いて作成した申告書、決算書等及び明細書を税務署に

提出されるケースが増加していることから、国税庁では、これらの帳票について仕様を公

開し、会計ソフトウェア等の開発業者の方々にこの仕様に基づいた帳票の開発をお願いし

ているところです。 

つきましては、多くの開発業者が加盟している貴会を通じ、本年においても別紙により

会員各社に対し周知していただきますよう御高配いただきたく、御依頼申し上げます。 




